
会議結果報告書 

 

会議の名称 第２回札幌市子ども・子育て会議 

日時・場所 平成 25年 12月 13日（金）9：30～11：30 札幌市民ホール１～２号会議室 

出席委員 

20名/25名中 

佐藤淳（副会長）、石田あやこ、大久保薫、岡田光子、小野志美、齋藤寛子、 

品川ひろみ、芝木捷子、柴田田鶴子、須藤桃代、坪谷哲雄、中井由紀子、ニコルス哲

子、秦直樹、林進一、平野直己、平野博宣、三井有希子、山田暁子、渡辺元 

傍聴者数 30名 

 

議事 概要 

１．第１回会議の協議内

容について 

【事務局の説明内容】 

・第１回会議の協議内容をおさらい。 

２．部会の設置について 【事務局の説明内容】 

・資料１-１「札幌市子ども・子育て会議の部会の設置について」、資料１

-２「子ども・子育て支援新制度に関する基準等制定スケジュール」、当

日資料１「札幌市子ども・子育て会議に置く部会の名称及び委員につい

て」をもとに以下の事務局案を説明。 

(1) 設置する部会及びその役割 

特定の分野を専門的かつ効率的に審議するため、子ども・子育て会議

に「認可・確認部会」及び「放課後児童健全育成事業部会」を設置す

ること、及び各部会の役割について説明。 

(2) 部会の決議方法 

子ども・子育て会議条例第９条第６項の規定に基づき、部会の決議を

もって子ども・子育て会議の決議とするが、部会に加わらない委員へ

も意見聴取する旨説明。 

(3) 部会の構成 

子ども・子育て会議条例第９条第２項及び第３項で、部会の委員及び

部会長は会長の指名によるとしているが、会長不在のため、事務局か

ら会長の意向を踏まえた部会の構成を説明。構成員は以下のとおり。 

 

 ＜認可・確認部会＞    ＜放課後児童健全育成事業部会＞ 

  品川委員（部会長）    須藤委員（部会長） 

  山田委員         柴田委員 

  坪谷委員         林委員 

  前田委員         渡辺委員 

  三井委員         中井委員 

  齋藤委員         石田委員 

  ニコスル委員       ほか臨時委員１名 

（さっぽろ青少年女性活動協会から） 



(4) 部会の審議スケジュール（予定） 

３月に実施予定のパブリックコメント前に部会を３回開催し、各種基

準の内容を検討した後、パブリックコメントを実施する。パブリック

コメント後は、第４回部会での基準案の最終確認を経て 26 年５月末

～６月に招集予定の第２回定例市議会に基準の条例案を提出する。 

 

【委員意見】 

○限られた委員で構成する部会の決議をもって子ども・子育て会議の決議

とするのは不適切であり、決議方法については見直しが必要である。 

○各種基準の策定に当たっては、子どもと日々接している保育士や幼稚園

教諭などの現場で働いている方の意見も聴くべきであり、部会への参加

について検討が必要である。 

 

【委員意見を踏まえた事務局の対応について】 

・上記委員意見を踏まえ、部会の決議方法、現場の声の反映方法、審議ス

ケジュールなどについて事務局案を修正（修正内容は委員に説明済）。

修正内容については別紙に整理。 

３．さっぽろ子ども未来

プラン（後期計画）平成

24 年度実施状況の報告

について 

【事務局の説明内容】 

・資料２「さっぽろ子ども未来プラン（後期計画）平成 24 年度実施状況

報告書（案）」をもとに、後期計画の平成 24年度実施状況について、基

本目標ごとの取組状況及び成果指標から見た点検・評価の状況を説明

し、会議の確認を得た。 

 

【委員意見】 

○子育てに不安や負担感を感じている保護者が増えている要因には、景気

の低迷や東日本大震災の影響のほか、日常生活における子育てのしにく

さが潜在的にあるものと考えられる。子育てサロンに通うことのできな

い保護者もいるので、そういった方に対する訪問型の支援についても検

討すべきである。 

○子育てに関する相談・支援サービスが整っても、利用方法がわからない

場合や相談すること自体が困難な場合もある。そういった場合に対応す

るため、乳幼児を持つ家庭への訪問を増やしてサービスの利用方法を教

えていくなどの取組も必要ではないかと思う。 

○児童虐待については、区と児童相談所の連携がうまく図られなかったこ

とで痛ましい事故が起きてしまうケースがあるので、そのような事故が

二度と起きないよう、区と児童相談所の役割整理や地域との連携強化を

進めていく必要がある。また、児童家庭支援センターの増設など、市民

の声をひろう機関も増やしていくべきである。 

 



４．計画の策定方針につ

いて 

【事務局の説明内容】 

・資料３「（仮称）札幌市子ども・子育て支援事業計画策定方針」をもと

に、次期の子ども施策に関する計画の策定方針を事務局より説明。 

・次期計画の施策体系（基本理念・基本目標・基本施策など）については、

「後期計画の進捗管理」並びに「ニーズ調査やワークショップの結果」

などから、現状と課題を整理するとともに、札幌市のまちづくりにおけ

る最上位計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョン」（計画期間：25

～34年度）や「国の基本指針」に合わせた形で作成することを確認。 

・次回の会議で事務局から施策体系案を説明し、施策体系の内容が固まり

次第、計画に掲載する取組内容の検討を進めていくこととした。 

 


